
福祉サービスの第三者評価に関する中間まとめ

平成12年6月2日

厚生省・福祉サービスの質に関する検討会

Ⅰ　検討の背景

介護保険法の施行や保育所入所方式の変更、社会

福祉基礎構造改革の推進により、多くの福祉サービ

スは、これまでの行政による措置から利用者の選択

による利用制度に移行することとなる。

このため、各事業者は、利用者から選択されるよ

う、自らの提供するサービスについて自己評価を行

うなど、一層の質の向上に努めることが求められる。

一方、厚生省においては、中央社会福祉審議会の

提言を踏まえ、福祉サービスの質の公正かつ適切な

評価の実施に資するための措置として、福祉分野に

おける第三者評価事業の導入について検討を進めて

いるところである。

これを受け、本検討会では、11年3月に「福祉サー

ビスの質の向上に関する基本方針」をとりまとめ、

サービスに関する基準や第三者評価についての基本

的な考え方を示したところである。

11年度は、「基本方針」を踏まえ、第三者評価事

業の実現に向けて重要な要素である「第三者評価基

準」、「評価の手順及び方法」、「第三者評価機関の要

件」及び「評価者の資質及び研修のあり方」につい

て検討を行ったので、ここにその中間的なとりまと

め結果を報告する。

Ⅱ　第三者評価とは

1　定　義

第三者評価とは、事業者の提供するサービスを当

事者（事業者及び利用者）以外の第三者機関が評価

することである。

2　目　的

（1）個々の事業者が事業運営における具体的な問

題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけ

ること。

（2）利用者の適切なサービス選択に資するための

情報となるもの。

〈参　考〉

①　第三者評価は、民間企業分野では広く行われ

ている。

国内や海外の格付け会社が、民間企業の財務体

質や債券の信用度について、格付けを行っている

のはよく知られているところである。

また、国際標準化機構が、品質管理や環境管理

に関しての国際規格（ISO9000及び14000シリー

ズ）を定めており、品質管理に力を入れている企

業や国際的な取引を行っている企業などを中心に

その認証取得に取り組んでいる。

医療分野においては、財団法人日本医療機能評



価機構が平成7年に設立され、9年から病院の第

三者評価を行っているところである。

②　第三者評価のほかに、最近福祉分野等におい

て制度化されつつある地の利度・事業については

次のとおりである。

●苦情解決事業

福祉サービスの利用者からの苦情を公正・中立

に解決するため、当事者（事業者及び利用者）以

外の第三者を交えた二段階の解決の仕組みを整備。

事業者段階には、民生委員や地域の代表者等の第

三者委員を設置し、苦情解決を図る。都道府県段

階には、社会福祉協議会に福祉、医療、法律の専

門家からなる第三者委員会を設置し、苦情解決を

図る。

●介護相談員派遣事業

地域で活躍している高齢者や民生委員、老人ク

ラブ関係者等が、介護サービス利用者のための相

談などに応じるボランティア（介護相談員）とし

て、介護施設等のサービス事業者を訪問し、利用

者の話を聞き相談にのったり、サービス担当者と

意見交換を行うなどの取り組みを進めることによ

り、サービスの質の向上を図ることを目的とする

もの。

●成年後見制度

民法改正により、従前の禁治産及び準禁治産の

制度を抜本的に改めた「法定後見制度」（後見、

保佐、補助の制度）と新たに設けた「任意後見制

度」から成る。「法定後見制度」は、法律の定め

に従って家庭裁判所が成年後見人等を選任し、権

限を付与するもの。「任意後見制度」は、契約に

よって本人が任意後見人を選任し、権限を付与す

るもの。

●地域福祉権利擁護制度（福祉サービス利用援

助事業）

成年後見制度を補完するものとして、痴呆性高

齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の不

十分な方が、自立した地域生活が送れるよう福祉

サービスの利用援助を行うことにより、その方の

権利擁護に資することを目的とした制度。

また、地方自治体の中には、国が制度化する以

前から、福祉サービスの第三者評価事業や利用者

の権利擁護事業などに先進的に取り組んできたと

ころもある。

Ⅲ　第三者評価基準について

1　基本的な考え方

（1）社会福祉施設の最低基準や介護保険の指定基

準を遵守しているかどうかをチェックする行政

監査とは異なり、第三者評価事業は、事業者の

提供するサービスの質の向上を目的としている

ため、そこで用いる基準は、最低基準や指定基

準と同レベルの基準ではなく、よりよいサービ

ス水準へ誘導するための基準とすべきである。

（2）本検討会で策定する基準は、福祉サービス全

般を対象とした第三者評価基準であり、各サー

ビス分野固有の基準を策定する際の基本となる

ものである。厚生省の各部局においてサービス

分野固有の基準を策定する際には、本基準並び

に各サービスの特性を踏まえた対応が求められ

る。

（3）また、本検討会で策定する基準は、第三者評

価機関が策定する評価基準のガイドラインとな

るものである。国が育成する第三者評価機関に

は、本基準を参考に国が示すガイドラインを満

たした評価基準を策定することを期待する。た

だし、独自に基準を策定せず、本基準や各部局

が策定するサービス分野固有の基準をそのまま

評価基準として使用しても構わないものである。

（4）基準の策定にあたっては、福祉分野と同様、

人が人に提供するサービスである医療分野にお

いて長期にわたり検討を重ね、第三者評価機関

として実績のある財団法人日本医療機能評価機

構の基準や国際標準化機構における品質管理シ

ステムの基準等を参考とした。

（5）社会福祉基礎構造改革が目指す「利用者本位

のサービス提供」を実現するため、基準の内容

には、サービスを利用する際の情報提供やプラ

イバシーへの配慮、利用者の立場や意見を尊重

する観点などを盛り込むこととした。

2　評価基準の構成

（1）評価対象

まず福祉サービスを機能別に7つの「評価対象」



に区分した。

Ⅰ　福祉サービス提供の基本方針と組織

Ⅱ　地域等との関係

Ⅲ　対等なサービス利用関係の構築

Ⅳ　福祉サービス提供過程の確立

v　福祉サービスの適切な提供

Ⅵ　利用者本位のサービス提供

Ⅶ　組織の運営管理

（2）評価分類

7つの「評価対象」をさらに27の「評価分類」に

区分した。

評価分類は、評価対象に該当する機能の基本的な

枠組みを示す項目とした。

（例）

【評価対象】

Ⅰ　福祉サービス提供の基本方針と組織

【評価分類】

Iー1　サービス提供の基本方針

Ⅰ－2　サービス提供組織の運営

Ⅰ－3　計画の策定

Iー4　職員の資質向上

（3）評価項目

27の「評価分類」をさらに51の「評価項目」に区

分した。

評価項目は、評価分類についての具体的な達成目

標であり、実際の評価を行う項目となるものである。

（例）

【評価分類】

I一1　サービス提供の基本方針

【評価項目】

Ⅰ－1－（1）福祉サービスの提供に関する基

本姿勢が明示されている。

I一1－（2）理念や基本方針を内外に周知し

ている。

（4）評価細目

51の「評価項目」をさらに95の「評価細目」に区

分した。

評価細目は、評価項目で求められている達成目標

を満たすために、サービス提供主体において実施さ

れるべき事項を規定したものである。

（例）

【評価項目】

1－1ー（1）福祉サービスの提供に関する基本

姿勢が明示されている。

【評価細目】

Ⅰ－1－（1）－①　社会福祉事業者及びサービ

ス提供組織の理念、基本方針

が明文化されている。

Ⅰ－1ー（l）－②　基本方針には利用者を尊重

する姿勢が明示されている。

3　第三者評価基準（試案）

以上のような考え方に基づき策定した上で、十数

箇所の社会福祉施設で試行的に評価を行い、修正を

加えたものが、別添の「第三者評価基準（試案）」

である。

12年度は、この基準（試案）をもとに、さらに全

国数十箇所で第三者評価のモデル事業を実施し、福

祉サービスを適切に評価することのできる基準とな

るよう見直していくこととしている。

Ⅳ　評価の手順及び方法について

1　評価細目の評価

（1）評価は、具体的な達成目標である「評価項目」

を構成する複数の「評価細目」を評価すること

から始める。「評価細目」の評価は、「a、b、

c」の3段階、又は「a、c」の2段階で行う。

達成日標 （評価項目）

●達成目標を満たすための行為

（評価細目）

・達成目標を満たすための行為

（評価細目）

●達成目標を満たすための行為

（評価細目）

れぞれを3段階

は2脈平価

（2）「評価細目」の評価は、その「評価細目」を

評価するための「判断基準」を設け、それに基

づき行う。
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（例）

【評価細目】

1－1一（1）－①　社会福祉事業者及びサービス提

供組織の理念、基本方針が明文

化されている。

【判断基準】

a）経営母体の社会福祉事業者の理念及び

その理念に基づいたサービス提供組織の

サービス提供の基本方針がいずれも明文

化されており、社会福祉の理念や地域の

福祉ニーズに対する使命が明示されてい

る。

b）経営母体の社会福祉事業者の理念、ま

たは、白組織のサービス提供の基本方針

のいずれかは明文化されており、社会福

祉の理念や地域の福祉ニーズに対する使

命が明示されている。

c）明文化されている理念や基本方針に社

会福祉の理念や地域の福祉ニーズが明示

されていない。

2　評価項目以上の評価

（1）達成目標である「評価項目」の評価は、各

「評価細目」の3段階評価又は2段階評価をも

とに、「1－5」の5段階評価を行うことを考

えているが、この5段階評価を適切に行うため

には、各「評価細目」の重要度に応じたウエイ

ト付けが必要である。

（2）また、対象施設や事業の総合評価を行う際に

も同様に、各「評価対象」、「評価分類」、「評価

項目」のウエイト付けが必要である。

（3）このウエイト付けについては、12年度の第三

者評価のモデル事業の実施結果等を踏まえ、検

討を行っていく必要がある。

3　評価と認証

（1）第三者評価機関が行う評価は、評価項目や評

価細目ごとの評価あるいは総合評価といった狭

義の「評価」に止めるのか、それとも利用者の

選択により資するという観点から、総合評価の

結果をもとに認定証の交付や「A、B、C」等

の格付けといった「認証」まで行うかの検討も

必要である。

（2）その際、

①　第三者評価事業が福祉分野の関係者に十分周

知され、浸透するまでの間に「認証」まで行うこ

とが関係者から認知されるか。

②　「評価」に止めるのか、それとも「認証」ま

で行うかについては、各評価機関が選択すること

を可能とすべきではないか。

③　「評価」と「認証」で要する経費に差が生じ、

受審事業者の支払う料金にはね返るのであれば、

受審事業者にも選択を行わせる必要があるのでは

ないか。

④　利用者の視点に立った分かりやすい評価・認

証結果の情報提供方法を検討する必要があるので

はないか。

⑤　多様な評価機関がそれぞれの評価・認証結果

について情報提供を行った場合、利用者の適切な

選択行動を確保することは可能か。

といった点について検討する必要がある。

（3）また、「評価」及び「認証」の有効期間につ

いても検討する必要がある。

Ⅴ　第三者評価機関の要件につ
いて

1　第三者評価機関の育成

第三者評価機関の要件を検討するに当たって、ま

ず整理しておかなければならない前提は、どのよう

な団体がどのような基準及び手法で福祉サービスの

第三者評価事業を行おうとも、法令等に違反しない

限りは自由であるということである。

このような多種多様な第三者評価機関のうち、事

業者の提供するサービスをよりよい水準に導き、か

つ、利用者のサービス選択に資するという第三者評

価の目的に合致した評価を行っている団体を国は育

成しようとするものである。

2　第三者評価機関の数

福祉サービスの質の向上と利用者のサービス選択

に資するために行うという第三者評価事業の意義に



鑑みれば、できるだけ多くの事業者に第三者評価を

受けてもらうことが望ましく、そのためには、関係

者に第三者評価事業というものをよく知ってもらう

必要があるとともに、事業者に第三者評価を受けよ

うとするインセンティブが働くような工夫が必要で

ある。

一方、第三者評価機関については、多くの事業者

が評価を受けるようになってくれば、それに対応で

きるだけの数が必要になる。

このため、第三者評価機関の数が不足することの

ないよう、要件を満たす第三者評価機関を育成して

いく必要があると考える。

3　第三者評価機関の種類

国が育成する第三者評価機関は、福祉サービス全

般を対象として事業を行っても構わないし、ある

サービス分野だけを専門に事業を行っても構わない。

また、全国を活動範囲として事業を行っても構わ

ないし、ある地域のみを活動範囲として事業を行っ

ても構わない。

4　評価機関の主な機能

（1）評価基準やその判定方法など、当該評価機関

における評価手法の開発

（2）評価者の養成、確保

（3）認証まで行うとした場合には、評価結果に基

づく認証の実施

（4）評価情報の活用

（5）その他（事業に関する広報活動など）

5　要件を検討する視点

（1）組織の基本事項

①　事業の継続性、信頼性を確保するため、評価

機関は法人格を有していること。

②　第三者評価を行いうる組織として、倫理性、

公平性が確保されていること。

③　評価が他の機関等からの影響を受けることの

ないよう独立性を有していること。

④　事業者団体が第三者評価機関になりうるかに

ついては、今後引き続き検討を行い、結論を出す

こととするが、なりうるとする場合には、組織規

程やそれに準ずるものにおいて、上記の公平性や

独立性を確保しうるような規定を設けて第三者性

を十分に維持していることが必要である。

⑤　事業内容等に関する透明性の確保や守秘義務

規定の整備が行われていること。

⑥　評価機関の事業実施状況等を定期的に点検す

る観点や第三者評価事業自体の普及・向上に対応

する観点から、評価機関としての認定に有効期間

を設ける必要があること。

（2）評価基準

①　各評価機関が用いる評価基準は、国が示すガ

イドラインを満たしているものであること。

②　各評価基準の内容は広く周知されること。

（3）評価手順

当該評価機関における評価手順が明確に定められ

ていること。

（4）評価者・評価体制

①　当該機関が対象とするサービスや地域におけ

る評価を適切に行いうる人員を擁していること。

②　評価者の養成や研修に関するプログラムが定

められ、実施されていること。

（5）評価活動

①　各評価機関において評価を決定する基準が明

確になっていること。

②　評価調査者と評価を決定する者が分離してい

ること。

③　評価に関する異議申立てや苦情への対応方法

が確立されていること。

④　評価に関する記録が整備されていること。

（6）情報提供

評価結果の公表など、情報提供に関しては、国が

示すガイドラインを満たしていること。

（7）料金設定

評価に要する料金に関する事項が定められている

こと。なお、小規模な事業者でも評価を受けること

ができるような料金体系とする必要がある。



6　第三者評価機関の要件に関する基準の策定

厚生省においては、以上の点について、さらに検

討を深めるとともに、第三者評価のモデル事業の実

施結果等も踏まえ、国が育成する第三者評価機関の

要件に関する基準の策定を行うべきである。

Ⅵ　評価者の資質及び研修のあ
り方について

1　評価者の概念

福祉サービスの評価を行う評価者は、評価の申込

みのあった施設等にチームを組織して赴き、評価基

準に基づいて評価を行う「評価調査者」と、評価調

査者の評価をもとに、最終的に評価機関としての評

価をくだす合議体である「評価決定委員会」からな

る。

評価調査者には、社会福祉士や介護福祉士、医師

等のように専門知識や資格を有する者と、資格は有

しないが、研修により一定の知識を有する者が考え

られる。

前者には専門知識や経験等を活かした評価を行う

ことが期待され、後者には利用者の視点に立った評

価を行うことが期待される。

両者の長所を活かしたチーム編成とすることが望

ましい。

また、評価決定委員会も、利用者の視点に立った

評価を行える体制とすることが必要である。

評価者の概念 構　　　　　　　 成

評　 価　調　査　 者

●関係分野に関する専門知識

や資格を有する者
（実地調査を行う者）●研修により一定の知識を有

する者 （資格は有しない）

評価決定委員会

複数の学識経験者等によっ

て構成される合議体

（利用者の視点に立った評

価を行えることが必要）

2　評価調査者に関する論点

評価調査者は、各評価機関における評価基準や評

価手順に基づき評価を行うものであることから、そ

の資質や研修体系は当該機関ごとに定められるもの

である。

（1）基礎的な資質

①　実地調査にあたり、中立性、公平性、独立性

が確保されること。

②　プライバシーの保護など、倫理性が確保され

ること。

（2）求められる知算

①　福祉サービス全般に関する知識

②　組織運営（マネジメント）に関する知識

（3）求められる技術

①　記述、口頭によるコミュニケーション技術

②　評価基準の解釈にかかる技術

③　報告書の作成等に関する実務的な技術

（4）研修内容、体系

①初任研修

評価調査者に求められる基礎的知識・技能の習得

及び判断の平準化を図るため、初任研修を実施する。

②継続研経

毎年、継続研修を実施する。内容としては、例え

ば、サービス、運営の技術及び制度改正の動向等に

ついて研修を行う。

（5）今後の検討課題

①　評価調査者の確保方法（公募、委嘱など）

②　実務経験等の具体的な要件

③　評価調査者に関する情報の公開

④　評価決定委員会の構成について（利用者の視

点の確保など）

Ⅶ　今後の本検討会での検討に
ついて

今回の「中間まとめ」において、今後なお検討を

要することとされた事項については、12年度の第三

者評価のモデル事業の実施結果等も参考としつつ、

引き続き本検討会で検討を行うこととする。

厚生省においても、これらの課題についての検討



や関係団体との調整を精力的に行い、一刻も早く第

三者評価事業を本格実施できるよう努められたい。
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